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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気通信回線網を介して通信相手と通信を行なう通信手段と、
　振動する振動手段と、
　入力手段と、
　前記入力手段からの入力によって通信相手の１つが指定され、かつ、前記通信手段によ
って行われたその通信相手との通信に係る情報が所定の条件を満たす場合、前記振動手段
を振動させる制御手段と、
　前記通信手段によって行われた通信に係る情報と、その通信の通信相手を識別する情報
とが関連付けられた通信情報データを記憶する通信情報データ記憶手段と、
　を有し、
　前記制御手段は、前記通信情報データを参照することによって、前記通信手段によって
行われた前記通信相手との通信が前記所定の条件を満たすか否かを判断し、
　前記通信手段は、前記電気通信回線網を介して通信相手と音声通信を行い、
　前記通信手段による音声通信に用いられる通信相手の単数又は複数の電話番号を含む電
話帳データを記憶する電話帳データ記憶手段、
　を更に有し、
　前記通信情報データ記憶手段は、前記通信情報データとして前記通信手段によって着信
された音声通信の着信の履歴と、その音声通信を発信した電話番号とが関連付けられた着
信履歴データを記憶し、
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　前記制御手段は、前記入力手段からの入力によって前記記憶された電話帳データの１つ
が指定され、かつ、その指定された電話帳データに含まれる電話番号からの音声通信の着
信の履歴が不在着信として前記着信履歴データに記憶されていれば、前記振動手段を振動
させることを特徴とする通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信装置では、電話帳機能を用いて、登録された電話帳データの内の１つを選択して発
信することができる。電話帳データには、電話番号のほかに、名前、電話番号の種別（例
えば、プライベート用、会社用、携帯電話、固定電話など）、メールアドレス、住所、誕
生日などを登録することができる。しかしながら、表示画面が見えない視覚障害をもった
ユーザは、所望の通信相手の電話番号を選択するためのキー操作を暗記してその電話番号
を選択し、発信操作を行う必要があった。また、弱視のユーザには、アイコンなどの小さ
い表示は見づらかった。そこで、表示画面を見ることなく、音声のみで電話をかけること
ができる情報通信装置が提案されている。（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００３－３１９０６０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１に記載される発明では、電話帳データの選択時に、登録されている氏名や電
話番号を読み上げることにより、画面表示を視認していないユーザにも、現在どのデータ
を選択しているのか報知することができる。しかしながら、読み上げ音声は、ユーザの周
囲にいる人にも聞こえてしまう可能性がある。また、音声で氏名や電話番号を読み上げる
ときには、音声合成の処理や読み上げに時間がかかる。さらに、氏名や電話番号以外の登
録データを読み上げてはいないため、例えば電話番号の種別は読み上げられず、ユーザが
電話番号の読み上げを聞いて、どの種別の電話番号かを判断するしかなかった。また、住
所や誕生日のようなデータは活用することができなかった。さらにまた、電子メールを受
信して未読状態でも、未読メールがあることを示すアイコンの表示やＬＥＤの点灯には気
がつかなかった場合に、電話帳データを読み上げてもその旨が報知されるわけではないた
め、電子メールによって連絡が来ているにも係わらず、その電子メールの内容を確認する
こと無く、連絡を取ってしまうことにつながった。
【０００４】
　そこで本発明は、上記問題点を解決すべく、通信開始前に通信相手との通信に関する情
報を簡単に取得することができることを特徴とする通信装置を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明の通信装置は、電気通信回線網を介して通信相手と
通信を行う通信手段と、振動する振動手段と、入力手段と、前記入力手段からの入力によ
って通信相手の１つが指定され、かつ、前記通信手段によって行なわれたその通信相手と
の通信に係る情報が所定の条件を満たす場合、前記振動手段を振動させる制御手段とを有
することを特徴としている。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、通信開始前に通信相手との通信に関する情報を簡単に取得することが
できる通信装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【０００８】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。本実施形態では、通信装置
の一例である携帯電話機について説明する。
【０００９】
　図１は、本発明の実施例に係る携帯電話機１のブロック図である。携帯電話機１は、全
体の制御を行う制御部５１を含む。制御部５１には、記憶部５２、操作部５３、音声入出
力部５４、通信部５５、信号処理部５６、表示部５７が接続されている。
【００１０】
　記憶部５２は、電話帳データベース（ＤＢ）などのユーザデータや、アプリケーション
プログラムを記憶する。電話帳ＤＢには、複数の電話帳データを登録することができる。
【００１１】
電話帳データに登録可能な情報については後述する。
【００１２】
　操作部５３は、ユーザからの操作入力手段として用いられ、入力キーなどによって構成
される。ユーザから入力される操作として例えば、発信操作や着信を受けるときの操作、
電話帳の起動操作、電話帳の設定操作、電話帳の選択操作などがある。
【００１３】
　音声入出力部５４は、マイクロホンやスピーカなどから成り、マイクロホンで音声信号
の入力を行い、スピーカによって音の出力を行う。
【００１４】
　通信部５５にはアンテナが接続されており、アンテナによって電波に変換した情報を基
地局へ送信する送信機能と、基地局から電波を受信して電気信号へ変換する受信機能を有
する。信号処理部５６は、映像信号や音声信号、オーディオ信号などのデジタル信号を処
理する。例えば、通信部５５によって音声信号を送信するときには、音声入出力部５４に
よって入力された音声を、信号処理部５６によって符号化、誤り制御などを行ったうえで
、通信部５５によって送信する。
【００１５】
　表示部５７は、液晶ディスプレイや有機ＥＬディスプレイなどによって成る。表示部５
７には、制御部５１の制御に従って、携帯電話機１の動作状態に合わせた文字や画像を表
示する。
【００１６】
　このような構成の携帯電話機１の電話帳ＤＢに登録する電話帳データとして、名前、電
話番号、メールアドレス、住所、誕生日などを関連付けて登録することができる。名前や
誕生日は、１つの電話帳データに対して１つ登録するが、電話番号とメールアドレスは、
１つの電話帳データに複数個登録することができる。また、電話帳データに登録されてい
る電話番号やメールアドレス毎に、当該電話帳データの電話番号からの着信やメールアド
レスからのメール受信の際の、ユーザへの報知手段を設定することができる。ここでの報
知手段とは、音、ＬＥＤの点灯、バイブレータなどであり、鳴動音、ＬＥＤの点灯色や点
灯パターン、バイブレータの作動パターンの設定を行うことができる。携帯電話機１では
、例えば、１つの電話帳データに自宅の電話番号と携帯電話の電話番号の複数の電話番号
が登録されている場合でも、電話番号ごとに報知手段を設定することができるため、ユー
ザは、自宅の電話番号からの着信か携帯電話からの着信かを報知手段によって識別するこ
とができる。さらに、当該電話帳データの電話番号への発信時に作動させる報知手段も電
話番号やメールアドレスごとに設定することもできる。もしくは、その電話番号への着信
時に作動させる報知手段と発信時に鳴動させる報知手段の設定が共通でも良い。
【００１７】
　ユーザの操作入力により、このように登録された電話帳データを表示部５７に一覧表示
することができる。電話帳データを一覧表示してから発信するときの制御部５１の処理を
図２に示す。制御部５１が操作部５３によって電話帳起動操作を受けたことを検出すると
（Ｓ１０１）、表示部５７に表示可能な件数分の電話帳データを表示部５７に一覧表示す
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る（Ｓ１０２）。このとき表示される情報は、電話帳データの情報のうち、一部の情報で
ある。図３は、電話帳データの情報のうち、名前と電話番号および電話番号種別を一覧表
示する場合の例である。一覧表示する時には、表示された電話帳データの１つにカーソル
が合わされた状態で表示する。図３では、カーソルが合わされた状態を、太枠で示してい
る。なお、図３では電話番号の種別を文字で表しているが、アイコンなどの表示でも良い
。一覧表示されている電話帳データの１つを選択すると、それぞれの電話帳データに登録
された住所や誕生日などの詳細データも表示される。なお、電話帳データの電話番号に対
応付けて電話帳データの表示背景色を登録することができる。この表示背景色を登録した
場合、電話帳データを一覧表示したときに、該当する電話帳データの表示背景をその色で
塗りつぶす。図４は、表示背景を塗りつぶした状態を示す図である。図４は、説明のため
に塗りつぶし部分を斜線や格子で示しているが、電話帳データに登録された表示背景色（
例えば、青や黄色）によって文字が読み取れる程度の濃さで塗りつぶされた状態である。
【００１８】
よく使う電話番号に対して、このように表示背景色を設定すると、所望の電話番号を見つ
けやすくなり、弱視で電話番号の表示を判読することが困難であっても、電話番号を確認
することが容易である。
【００１９】
　図２の説明に戻る。電話帳データが一覧表示されたときに、カーソルが合わされた電話
帳データに発信時の報知手段が登録されていれば（Ｓ１０３のＹｅｓ）、その報知手段を
作動させる（Ｓ１０４）。このときのバイブレータの作動は、設定した振動パターンに係
わらず、最初は弱い振動で作動し、徐々に振動が強くなるようにしても良い。これによっ
て、急に強い振動で作動することによってユーザを驚かせて端末を落としてしまうことを
防ぐことができる。
【００２０】
　操作部５３によるカーソル移動操作が検出されたときには（Ｓ１０５のＹｅｓ）、表示
部５７の表示を切り替え、カーソルが移動した状態の電話帳データ一覧を表示して、ステ
ップＳ１０２～ステップＳ１０５の処理を繰り返す。操作部５３による発信操作が検出さ
れたときには（Ｓ１０６のＹｅｓ）、通信相手の電話番号に発信時の報知手段が登録され
ていれば（Ｓ１０７のＹｅｓ）、その報知手段を作動させ（Ｓ１０８）、発信する（Ｓ１
０９）。もしくは、ステップＳ１０８で報知手段の作動を行うのではなく、ステップＳ１
０９で発信した後の呼び出し中に報知手段を作動させても良い。
【００２１】
　なお、図２では、カーソルが合わされたときと発信時の両方とも報知手段を作動させる
として説明したが、どちらか片方でも良い。また、操作部５３によって電話番号が直接入
力されて発信操作がなされた場合や、発着信履歴情報から電話番号が選択されて発信操作
がなされた場合には、その電話番号が電話帳ＤＢに登録されているか否かを判定し、電話
帳ＤＢに登録されている場合であって、その電話番号に対応付けて報知手段が登録されて
いる場合には、発信時にその報知手段を作動させても良い。また、図２ではカーソルが合
わされたときの報知手段と発信時の報知手段が同じであるとして説明したが、カーソルが
合わされた状態か発信時であるかがユーザに分かるように、異なっても良い。もしくは、
発信時であることを示す何らかの報知手段を作動させた後で、電話帳データに登録された
発信時の報知手段を作動させても良い。さらにまた、電話帳データを一覧表示するときに
表示するのは、電話番号に限らず、メールアドレスでも良い。そして、メールアドレスご
とに表示背景色や報知手段を設定し、カーソルが合わされたメールアドレスに基づいて報
知手段を作動させても良い。
【００２２】
　このように電話帳データの一覧表示時および発信時にバイブレータを含む報知手段を用
いて、どの電話帳データのどの電話番号にカーソルが合わされているのか、どの電話帳デ
ータのどの電話番号に発信するのかを表示部５７を視認していないユーザにも報知するこ
とができる。これによって、誤った電話番号に発信することを防ぐことができる。
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【００２３】
　このようなバイブレータを用いた報知手段は、発信相手の電話番号やメールアドレスを
報知するために用いるだけでなく、通信相手に関する様々な情報を報知するために用いる
ことができる。例えば、電話番号やメールアドレスの種別（会社用か自宅用か携帯電話機
用かなど）に基づいてバイブレータの作動パターンを設定できても良い。または、電話帳
データに登録された電話番号から、国内電話か国際電話かを判断し、国内電話のときのバ
イブレータの作動パターンと国際電話のときのバイブレータの作動パターンを変えること
によってユーザに国内電話か国際電話かを報知することができる。なお、バイブレータの
作動パターンには「作動しない」というパターンも含む。また、例えば、無線ＬＡＮを用
いた通話か携帯電話基地局からの電波を用いた通話かを判断して報知しても良いし、通信
相手が固定電話か携帯電話かを報知しても良いし、無料通話か有料通話かを報知しても良
い。また、例えば、通信相手がどの事業者の携帯電話機かによって、バイブレータの作動
パターンを変えても良い。事業者の判断は、電話帳データにユーザ自身が登録しても良い
し、電話番号の前から４桁目から６桁目が事業者ごとに割り当てられていることを用いて
判断しても良い。また、例えば、国際電話をかけるときに、通信相手の現在時刻が夜か昼
かを報知しても良い。通信相手の現在時刻が夜か昼かの判断のためには、ＧＰＳなどによ
って自端末の位置情報を取得し、電話帳データに登録されている通信相手の住所情報と自
端末の位置情報から時差を取得し、自端末で計時している時刻とその時差情報を用いて通
信相手の現在時刻を取得する方法がある。もしくは、電話帳データに通信相手の住所情報
を記憶しておくだけでなく、携帯電話機１のユーザの住所情報を記憶部５２に記憶し、そ
れぞれの住所情報から時差を取得し、自端末で計時している時刻とその時差情報を用いて
通信相手の現在時刻を取得しても良い。
【００２４】
　また、通信相手に関する情報として、例えば、電話帳データに登録された誕生日と本日
の日付が一致した場合に、バイブレータや音などを用いて報知しても良い。それに加えて
、表示部５７への表示によってユーザに報知しても良い。表示は、図５のように文字を表
示しても良いし、画像を表示しても良い。図５のような表示は、誕生日と本日の日付が一
致する電話帳データにカーソルを合わせたときに表示する。このように表示を行うことで
、弱視の人に対しても情報が伝わりやすい。更に、電話帳データ一覧表示を行っていると
きに、本日が誕生日であることを示す情報を表示することができるため、表示部５７を視
認できる人にとっても有用である。なお、電話帳データとして誕生日以外の記念日など特
定の日を登録するならば、報知されるのは誕生日に限られない。誕生日以外の記念日を登
録する場合は、電話帳データに日付情報と文字列を対応付けて記憶させ、表示部５７への
表示時には、その文字列を表示する。なお、本日が誕生日であることの報知は、発信時だ
けでなく、着信時に行っても良い。
【００２５】
　電話帳一覧を表示してから発信するときに、カーソルが合わされた電話帳データに登録
された記念日に基づいて報知手段を作動させる処理のフローチャートを図６に示す。制御
部５１が操作部５３によって電話帳起動操作を受けたことを検出すると（Ｓ２０１）、表
示部５７に表示可能な件数分の電話帳データを表示部５７に一覧表示する（Ｓ２０２）。
【００２６】
一覧表示をしているときには、電話帳データの１つにカーソルが合わされた状態で表示す
る。このカーソルが合わされた電話帳データに、記念日の設定がされており（Ｓ２０３の
Ｙｅｓ）、設定された記念日が本日の日付ならば（Ｓ２０４のＹｅｓ）、表示部５７にこ
の電話帳データに関する記念日が登録されていることを示す表示を行い（Ｓ２０５）、報
知手段を作動させる（Ｓ２０６）。
【００２７】
　制御部５１が操作部５３によってカーソル移動操作を受けたことを検出すると（Ｓ２０
７のＹｅｓ）、表示部５７の表示を切り替え、カーソルが移動した状態の電話帳データ一
覧を表示して、ステップＳ２０２～ステップＳ２０７の処理を繰り返す。制御部５１が操
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作部５３によって発信操作を受けたことを検出すると（Ｓ２０８のＹｅｓ）、この電話帳
データに記念日の設定があり（Ｓ２０９のＹｅｓ）、設定された記念日が本日の日付なら
ば（Ｓ２１０のＹｅｓ）、報知手段を作動させ（Ｓ２１１）、発信する（Ｓ２１２）。な
お、図６では、電話帳一覧表示時にも電話発信時にも報知手段を作動させる処理となって
いるが、このどちらか一方だけでも良い。
【００２８】
　また、通信相手に関する情報として、例えば、未読メールがあることを電話帳データ一
覧表示時もしくは発信時に報知しても良い。電話帳データを表示部５７に一覧表示すると
き、表示されたカーソルが示している電話番号が登録されている電話帳データからメール
アドレスを取得する。取得するメールアドレスは、単数とは限らず、同じ電話帳データに
対応付けられているメールアドレスが複数あれば、複数のメールアドレスを取得する。そ
して、記憶部５２に記憶されている受信メールＤＢに、当該メールアドレスが送信元であ
る未読メールが存在するか否かを確認する。存在すれば、バイブレータや音などの報知手
段による報知を行うとともに、表示を行う。表示内容は、例えば図７のように未読メール
の送信元アドレス、メールタイトル、メール本文などの一部でも良いし、「未読メール２
件」のように未読メールの存在を報知する内容でも良い。また、この表示が表示されてい
る状態で、操作部５３によって所定の操作が入力されると、表示部５７にその未読メール
の送信元メールアドレス、受信日時、メールタイトル、メール本文のいずれか又はこれら
の複合を表示させても良い。もしくは、受信メール全部または未読メールのみを一覧表示
しても良い。携帯電話機１に音声読み上げ機能が搭載されているならば、未読メールが表
示部５７に表示されているときに音声読み上げ機能を用いると、未読メールのメール本文
やメール送信者などが読み上げられる。これによってユーザは、表示部５７を視認するこ
とができなくても、電話帳データの一覧表示を表示部５７に表示させている状態で操作部
５３によってカーソルを移動させるだけで、未読メールの存在をバイブレータなどの報知
手段によって知ることができ、音声読み上げ機能を用いてその内容を把握することができ
る。このため、電話をかけようとする前に、通信相手からのメールの内容を確実に知るこ
とができる。
【００２９】
　未読メールの存在報知を電話発信時に行う場合には、操作部５３によって発信操作がさ
れたことを制御部５１が検出したとき、通信相手の電話番号と同じ電話帳データに登録さ
れているメールアドレスを取得し、記憶部５２の受信メールＤＢから送信元が当該メール
アドレスと一致する未読メールが存在するか否かを判断する。この未読メールが存在する
ならば、バイブレータや音などによる報知手段によって報知するとともに、表示部５７に
そのメールの送信元メールアドレス、受信日時、メールタイトル、メール本文を表示する
。表示部５７への未読メール表示は、通信部５５による通信処理を停止して行っても良い
し、通信部５５による通信処理中でも良い。通信部５５による通信処理を停止して未読メ
ールを表示させる場合には、バイブレータや音などによって未読メールの存在を報知する
とともに、例えば図８のように未読メールの表示を行い、発信するか否かの選択操作を操
作部５３によって受けてから、通信部５５による通信処理を開始する。図８の画面が表示
されているときに音声読み上げ機能を用いるとメールアドレス、受信日時、メールタイト
ル、メール本文などの読み上げ音声が音声入出力部５４から出力される。なお、通信部５
５による通信処理を停止して未読メールを表示させる場合は、未読メールが存在するか否
かを判断する前に、通信部５５によってメールサーバから未受信のメールを受信しても良
い。
【００３０】
　通信部５５による通信処理中に未読メールを表示させる場合には、バイブレータや音な
どによって未読メールの存在を報知するとともに、図９のように発信中（もしくは通話中
）の表示と未読メールの表示を行う。図９の画面が表示されているときには、操作部５３
によって終話操作を行うことができる。操作部５３によって終話操作がなされたとき、図
９の画面の未読メールの表示部分は消さずに、終話操作とは別の操作によって未読メール
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の表示を消しても良い。例えば、図９の画面が表示されているときに、操作部５３による
終話操作がなされると、図８のような表示に変更し、図８の画面表示がされているときに
操作部５３による発信指示がされると、図８に表示されている電話番号に再度発信しても
良い。これによって、発信してから未読メールの存在を知り、未読メールを確認したいと
きに、一度オンフックして未読メールを確認してから発信しなおすことが容易となる。ま
た、図８の画面が表示されているときには、表示されている内容（未読メールや発信相手
の電話番号など）を音声読み上げ機能によって音声信号に変換し、音声入出力部５４から
出力することもできる。なお、図８および図９では、未読メールが１通のみの場合につい
て説明したが、未読メールが複数ある場合には、複数の未読メールを一覧表示しても良い
し、操作部５３の操作に基づいて表示する未読メールを切り替えても良い。それに加えて
、未読メールの件数に基づいてバイブレータなどの報知パターンを変えても良い。
【００３１】
　図１０は、電話帳一覧を表示してから発信するときに、カーソルが合わされた電話帳デ
ータに登録されたメールアドレスからの未読メールがあれば報知を行う処理フローチャー
トである。なお、図１０では、制御部５１が発信処理を行う前に未読メールを表示する場
合のフローチャートを示している。
【００３２】
　制御部５１が操作部５３によって電話帳起動操作を受けたことを検出すると（Ｓ３０１
）、表示部５７に表示可能な件数分の電話帳データを表示部５７に一覧表示する（Ｓ３０
２）。一覧表示をしているときには、電話帳データの１つにカーソルが合わされた状態で
表示する。このカーソルが合わされた電話帳データに登録された全てのメールアドレスを
取得し、記憶部５２に記憶された受信メールＤＢを探索して、これらのメールアドレスか
ら送信されたメールであって未読の状態であるメールの情報を取得する。この未読メール
があるならば（Ｓ３０４のＹｅｓ）、未読メールが存在することを例えば図７に示したよ
うに表示する（Ｓ３０５）。そして、バイブレータの作動を含む報知手段を作動させる（
Ｓ３０６）。
【００３３】
　制御部５１が操作部５３によってカーソル移動操作を受けたことを検出すると（Ｓ３０
７のＹｅｓ）、表示部５７の表示を切り替え、カーソルが移動した状態の電話帳データ一
覧を表示してステップＳ３０２～ステップＳ３０７の処理を繰り返す。制御部５１が操作
部５３によって発信操作を受けたことを検出したとき（Ｓ３０８のＹｅｓ）、ステップＳ
３０４で取得した未読メール情報があるならば（Ｓ３０９のＹｅｓ）、その未読メールを
例えば図８のように表示し（Ｓ３１０）、バイブレータの作動を含む報知手段を作動させ
る（Ｓ３１１）。そして、所定のキー操作を受けると（Ｓ３１２）、発信処理を行う（Ｓ
３１３）。このように図１０に示した処理では、電話帳一覧表示時にも発信時にも未読メ
ールの存在を報知しているが、このどちらか一方のタイミングで報知しても良い。
【００３４】
　以上のように、発信時に未読メールの存在をバイブレータなどの報知手段によって報知
することによって、ユーザは、通話前に把握しておくべきメールの内容を漏らさず知るこ
とができる。メールの内容は表示部５７に表示されるため、表示部５７をユーザが視認す
ることができるならば素早くメールの内容を確認することができる。また、表示部５７を
ユーザが視認することができなくても、所定の操作に応じて音声読み上げ機能による読み
上げ音声を音声入出力部５４から出力するため、メールの内容を把握することができる。
【００３５】
さらに、未読メールが存在したときに未読メールの内容を読み上げるか否かはユーザ選択
に任せることができるため、例えば緊急連絡時などに未読メールの読み上げによって時間
が取られること無く、通話に移行することができる。
【００３６】
　また、電話帳データ一覧表示時または発信時に、不在着信の存在を報知しても良い。電
話帳データを一覧表示しているときに、カーソルが合わされた電話番号を用いて、記憶部
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５２に記憶された着信履歴ＤＢを検索する。このとき、カーソルが合わされた電話番号と
同じ電話帳データに登録されている電話番号があれば、その電話番号も用いて、着信履歴
ＤＢを検索する。そして、着信履歴ＤＢにそれらの電話番号からの不在着信が登録されて
いれば、不在着信があることを示す表示を行う。この表示がされているときに操作部５３
によって所定の操作を受けると、その不在着信の着信日時、電話番号、留守番電話の有無
などを表示部５７に表示する。表示部５７に表示された不在着信の情報は、音声読み上げ
機能を用いて読み上げ音声に変換し、音声出力部５４によって出力することも可能である
。
【００３７】
　発信時に不在着信の存在を報知する場合には、操作部５３によって発信操作がされたこ
とを制御部５１が検出したとき、通信相手の電話番号からの不在着信が着信履歴ＤＢにあ
るか検索する。また、電話帳データとして複数個の電話番号が関連付けて登録されている
場合には、通信相手の電話番号と同じ電話帳データに登録されている電話番号からの不在
着信が着信履歴ＤＢにあるかどうかも検索する。不在着信が存在したときには、バイブレ
ータの作動や音を鳴動させることによって不在着信の存在を報知するとともに、表示部５
７に不在着信の着信日時、電話番号、録音メッセージの有無などを表示する。表示の形式
は、通信部５５による通信処理を停止して表示する場合には、図１１のように発信を実行
するかどうかを操作部５３によって入力可能な形式で表示し、通信部５５による通信処理
中に表示する場合には、図１２のように現在通信している相手の電話番号とともに表示す
る。
【００３８】
　図１１のような表示がされている場合に、操作部５３から所定の操作を受けると、不在
着信の着信日時、電話番号、録音メッセージの有無などを音声読み上げ機能によって音声
信号に変換し、音声入出力部５４から出力する。また、録音メッセージがあればそれを再
生しても良い。図１１を表示している状態で操作部５３による発信指示を受けると、図１
１の画面表示に表示されている電話番号へ発信する。このとき、図１１のような表示が表
示される前に発信指示がなされた電話番号と、不在着信履歴データとして表示されている
電話番号とが異なる場合には、どの電話番号に発信するのか操作部５３による選択操作を
受けても良い。例えば、表示部５７に図１１の画面が表示されている場合では、電話番号
「０８０－００００－００００」に発信するのか、電話番号「０６－１１１１－１１１１
」に発信するのかの選択操作を操作部５３から受けても良い。このように、図１１のよう
な画面が表示されている状態で、通信相手の電話番号を選択することができることにより
、不在着信を確認することによって、不在着信時の着信相手の電話番号への発信へ変更し
たい場合にも容易に変更することができる。
【００３９】
　通信部５５の発信処理開始後に不在着信の存在を報知する場合（図１２のような表示が
されている場合）には、操作部５３によって終話操作を行うことができる。終話操作を受
けたときには、図１２の画面の不在着信の表示部分は消さずに、終話操作とは別の操作を
受けることによって不在着信の表示を消しても良い。例えば、図１２のような画面が表示
されているときに、操作部５３によって終話操作がなされると図１１のような表示に変更
し、図１１の画面表示がされているときに操作部５３による発信指示がされると、図１１
に表示されている電話番号に再度発信しても良い。このとき通信相手の電話番号は、操作
部５３の操作に応じて、図１２の画面が表示される前に発信操作を受けたときの電話番号
（「０８０－００００－００００」）でも良いし、不在着信履歴として表示されている電
話番号（「０６－１１１１－１１１１」）でも良い。
【００４０】
　図１３は、電話帳一覧を表示してから発信するときに、カーソルが合わされた電話帳デ
ータに登録された電話番号からの不在着信があれば報知を行う処理フローチャートの例で
ある。なお、図１３では、制御部５１が発信処理を行う前に不在着信を表示する場合のフ
ローチャートを示している。
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【００４１】
　制御部５１が操作部５３によって電話帳起動操作を受けたことを検出すると（Ｓ４０１
）、表示部５７に表示可能な件数分の電話帳データを表示部５７に一覧表示する（Ｓ４０
２）。一覧表示をしているときには、電話帳データの１つにカーソルが合わされた状態で
表示する。このカーソルが合わされた電話帳データに登録された電話番号を全て取得し、
記憶部５２に記憶された着信履歴ＤＢを探索して、これらの電話番号からの不在着信情報
を取得する。この不在着信があるならば（Ｓ４０３のＹｅｓ）、不在着信が存在すること
を表示して（Ｓ４０４）、バイブレータの作動を含む報知手段を作動させる（Ｓ４０５）
。
【００４２】
　制御部５１が操作部５３によってカーソル移動操作を受けたことを検出すると（Ｓ４０
６のＹｅｓ）、表示部５７の表示を切り替え、カーソルが移動した状態の電話帳データ一
覧を表示してステップＳ４０２～ステップＳ４０６の処理を繰り返す。制御部５１が操作
部５３によって発信操作を受けたことを検出したとき（Ｓ４０７のＹｅｓ）、ステップＳ
４０３で取得した不在着信情報があるならば（Ｓ４０８のＹｅｓ）、その不在着信情報を
例えば図１１のように表示し（Ｓ４０９）、バイブレータの作動を含む報知手段を作動さ
せる（Ｓ４１０）。そして、操作部５３によって所定のキー操作を受けると（Ｓ４１１）
、発信処理を開始する（Ｓ４１２）。このように図１３では電話帳一覧表示時にも発信時
にも不在着信の存在を報知しているが、このどちらか一方のタイミングで報知しても良い
。
【００４３】
　以上のように電話帳データ一覧表示時または発信時に不在着信の存在を報知することに
よって、通話前に不在着信があったことをユーザに確実に報知することができる。このと
きに、録音メッセージが残されている場合と録音メッセージが残されていない場合で報知
パターンを変えるならば、録音メッセージを確認してから通話を行うようにユーザを促す
こともできる。なお、報知の対象となる不在着信は、現在時刻から所定の時間前までにあ
った不在着信としても良い。これによって、例えば１ヶ月前のような古い不在着信を報知
することを防ぐことができる。
【００４４】
　また、電話帳データ一覧表示時または発信時に、スケジュールデータの存在を報知して
も良い。報知の対象となるスケジュールデータは、電話帳データに登録されている名前が
含まれるスケジュールデータである。電話帳データ一覧表示時にカーソルが合わせられた
電話番号が登録されている電話帳データから、名前を読み出す。そして、記憶部５２に記
憶されているスケジュールＤＢに登録されている文字列からこの名前の文字列を検索する
。なお、電話帳データにはフルネームが登録されているが、スケジュールデータには姓・
名のいずれか一方のみが含まれる場合も多いため、電話帳データから読み出した名前を姓
と名に分離して、姓による検索と名による検索も実行する。姓と名の分離は、例えば名前
の姓と名の間にユーザが空白を挿入している場合があるため、この空白によって分離する
などの方法がある。
【００４５】
　なお、スケジュールＤＢの検索範囲は、スケジュールＤＢに登録されている全データで
も良いし、現時点を基準に所定の期間内の時刻として登録されているスケジュールデータ
（例えば、本日のスケジュールデータや、現在時刻以降のスケジュールデータなど）でも
良い。検索の結果、当該名前と一致する文字列が存在すれば、スケジュールデータが存在
する旨を表示部５７に表示する。スケジュールデータの表示は、例えば図７で説明したよ
うな表示によって行い、表示部５７にこの表示がされているときに、操作部５３による所
定の操作が入力されると、スケジュールデータの詳細もしくは該当するスケジュールデー
タが複数ある場合にはその一覧表示を行う。また、音声読み上げ機能を用いてスケジュー
ルデータを音声信号に変換し、音声入出力部５４から出力することができる。
【００４６】
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　発信時にスケジュールデータの存在を報知する場合にも、電話帳一覧表示時と同様にス
ケジュールＤＢから検索を行い、スケジュールデータが存在すれば、バイブレータや音な
どの報知手段を作動させるとともに、図１４もしくは図１５のように表示部５７に表示す
る。図１４もしくは図１５の表示タイミングや画面遷移や読み上げ機能については、図８
もしくは図９と同様であるため、説明を省略する。
【００４７】
　図１６は、電話帳一覧を表示してから発信するときに、カーソルが合わされた電話帳デ
ータに登録された名前を含む本日のスケジュールデータがあれば報知を行う処理フローチ
ャートの例である。なお、図１６では、制御部５１が発信処理を行う前にスケジュールデ
ータを表示する場合のフローチャートを示している。
【００４８】
　制御部５１が操作部５３によって電話帳起動操作を受けたことを検出すると（Ｓ５０１
）、表示部５７に表示可能な件数分の電話帳データを表示部５７に一覧表示する（Ｓ５０
２）。一覧表示をしているときには、電話帳データの１つにカーソルが合わされた状態で
表示する。このカーソルが合わされた電話帳データに登録された名前を取得し、記憶部５
２に記憶されたスケジュールＤＢを検索して、この名前を含むスケジュールデータを取得
する。このスケジュールデータが存在するならば（Ｓ５０３のＹｅｓ）、スケジュールデ
ータが存在することを示す表示を表示部５７に行う（Ｓ５０４）。そして、バイブレータ
の作動を含む報知手段を作動させる（Ｓ５０５）。
【００４９】
　制御部５１が操作部５３によってカーソル移動操作を受けたことを検出すると（Ｓ５０
６のＹｅｓ）、表示部５７の表示を切り替え、カーソルが移動した状態の電話帳データ一
覧を表示してステップＳ５０２～ステップＳ５０６の処理を繰り返す。制御部５１が操作
部５３によって発信操作を受けたことを検出したとき（Ｓ５０７のＹｅｓ）、ステップＳ
５０３でスケジュールデータを取得していたならば（Ｓ５０８のＹｅｓ）、そのスケジュ
ール内容を図１４のように表示し（Ｓ５０９）、バイブレータの作動を含む報知手段を作
動させる（Ｓ５１０）。そして、所定のキー操作を受けると（Ｓ５１１）、発信処理を開
始する（Ｓ５１２）。このように図１３では、電話帳一覧表示時にも発信時にもスケジュ
ールデータの存在を報知しているが、このどちらか一方のタイミングのみで報知しても良
い。
【００５０】
　このように、電話帳データ一覧表示時や発信時にスケジュールデータの存在を報知する
ことができるため、ユーザはスケジュールデータの内容を踏まえて通話を行うことができ
る。
【００５１】
　なお、以上に示したような、未読メールの報知、不在着信の報知、関連するスケジュー
ルの報知は、電話帳データ一覧表示時や発信時だけでなく、着信時にも応用することがで
きるし、発着信履歴表示時にも応用することができる。
【００５２】
　このような実施形態の構成をとることで、通信前に通信相手に関する情報が把握できる
ように報知することができる。なお、上記実施形態に限定されることはなく、本発明の要
旨を逸脱しない範囲において、適宜変更しても良い。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の実施形態に係る携帯電話機の構成を示すブロック図。
【図２】本発明の実施形態に係る携帯電話機が電話帳データを一覧表示してから発信する
ときの処理を示すフローチャート。
【図３】本発明の実施形態に係る携帯電話機が電話帳データを一覧表示する例。
【図４】本発明の実施形態に係る携帯電話機が電話帳データを一覧表示する例。
【図５】本発明の実施形態に係る携帯電話機が電話帳データ一覧を表示しているときに誕
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【図６】本発明の実施形態に係る携帯電話機が電話帳データを一覧表示してから発信する
ときに記念日を報知する処理を示すフローチャート。
【図７】本発明の実施形態に係る携帯電話機が電話帳データ一覧を表示しているときに未
読メールの存在を報知する表示例。
【図８】本発明の実施形態に係る携帯電話機が発信操作を検出後に未読メールを表示する
表示例。
【図９】本発明の実施形態に係る携帯電話機が発信操作を検出後に未読メールを表示する
表示例。
【図１０】本発明の実施形態に係る携帯電話機が電話帳データを一覧表示してから発信す
るときに未読メールを報知する処理を示すフローチャート。
【図１１】本発明の実施形態に係る携帯電話機が発信操作を検出後に不在着信情報を表示
する表示例。
【図１２】本発明の実施形態に係る携帯電話機が発信操作を検出後に不在着信情報を表示
する表示例。
【図１３】本発明の実施形態に係る携帯電話機が電話帳データを一覧表示してから発信す
るときに不在着信を報知する処理を示すフローチャート。
【図１４】本発明の実施形態に係る携帯電話機が発信操作を検出後にスケジュール情報を
表示する表示例。
【図１５】本発明の実施形態に係る携帯電話機が発信操作を検出後にスケジュール情報を
表示する表示例。
【図１６】本発明の実施形態に係る携帯電話機が電話帳データを一覧表示してから発信す
るときにスケジュールデータを報知する処理を示すフローチャート。
【符号の説明】
【００５４】
１　携帯電話機、５１　制御部、５２　記憶部、５３　操作部、５４　音声入出力部、５
５　通信部、５６　信号処理部、５７　表示部
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